
林野火災を防ごう！

●問／苅田町消防本部
　　  ☎ 093・434・0119

火災 救急 救助 風水害 その他
1 174 2 0 16

● 2 月の出動状況　　　

林野火災防止のための注意点
●火災が起こりやすい場所では、たき火をしない
●たき火等の場所を離れるときは完全に消火する
●強風時・乾燥時には、たき火、火入れをしない
●火入れを行う際は市町村長の許可を必ず受ける
●たばこの吸い殻は、必ず消し、投げ捨てない
●火気使用時は、周囲の状況に十分注意し、消火
　用の水等を用意する
●火遊びはしない、させない

消防本部からお知らせ

国内で発生する林野火災は、例年春先に多く発生し
ています。春先は、空気の乾燥や季節風などの気象
条件から、山火事発生の危険性が高い時期となりま
す。山火事はいったん発生するとその消火は容易で
はありません。一瞬にして貴重な森林を焼失するだ
けでなく、その回復には長い年月と多くの労力を要
することとなります。林野火災の大部分は、皆さん
一人ひとりの注意で防ぐことができます。
貴重な人命や財産を
火災から守るため、
林野での火気の取扱
いには十分気を付け
ましょう。

大幅な値引きをうたう SNS やインターネットの広
告などから偽サイトに誘導され、クレジットカード
情報を詐取されたり、銀行などへの前払いや代金引
換サービスなどで金銭を詐取されたりします。

消費生活相談コーナー消費生活相談コーナー

困ったことがあったら早めに消費生活相談窓口へ（☎ 093・434・3352 ／㊊㊌㊎ 9 時～ 17 時）

2 月の相談件数    10 件

SNS 広告に日用品などが格安で販売されて
いたので、クレジットカード決済で注文する
と、すぐに業者から受注メールを着信。
当時広告には国内の有名業者の表示があった
が、注文直後に画面を見ると日本語が不自然
で、会社名や電話番号などの記載もなかった。
すぐにキャンセルメールを送ったが、返信は
なく発送メールが届いた。しかし、未だに商
品は届かず、連絡も取れない。
決済された金額を返金してほしい。

インターネット通販で「注文した商品が届かない」、「商
品は届いたが偽物だった」など、偽サイトに関する相
談が寄せられており、国民生活センターからも注意喚
起情報が発出されています。販売価格だけに目を奪わ
れず、偽サイトの特徴を知って、少しでも怪しいと思っ
たら注文しないなど冷静に対応することが重要です。
【偽サイトの特徴】
・販売価格が大幅に値引きされた広告。
・日本語表記や文章表現がおかしい。
・支払い方法が「クレジットカードのみ」「銀行口座等
　への前払いのみ」「代金引換サービスのみ」など限定
　されている。
・事業者の住所や電話番号の記載がない。

偽サイトのトラブルに気が付いた場合は素早い対応が
重要です。被害にあった時など、早めにご相談ください。

格安をうたう偽インターネット通販サイトに注意！

相 談 員 か ら ア ド バ イ ス

相 談 事 例
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分　別　区　分

収集地域
（行政区ではありません）

毎　月　の　指　定　日

燃やせる
ごみ

カン・
ビン・

ペットボトル

大型の
燃やせないごみ
（金属類）

大型の
燃やせるごみ

家電ごみ
（電化製品）

その他の
燃やせない

ごみ

提の一部（中学校前町道より行橋側）・
光国・馬場・南原・集・尾倉（日豊線
より山側）・新津（日豊線より山側）・
下片島・上片島・岡崎・葛川・稲光・
山口・谷・法正寺・黒添・鋤崎

月 第１㊍ 第２㊍ 第３㊍ 第４㊍ 第５㊍

4月

毎
週
　㊍

　
　
　㊊

毎
週
　㊊

4 11 18 25 －
5月 2 9 16 23 30
6 月 6 13 20 27 －
7月 4 11 18 25 －
8月 1 8 休 22 29
9 月 5 12 19 26 －

富久町１、２丁目・殿川町・近衛ヶ丘・
尾倉（国道より海側）・尾倉１～ 4丁
目・浜町・桜ヶ丘・小波瀬１、２丁目・
下新津・与原・与原１～３丁目・新津
（日豊線より海側）・新津１～４丁目・
二崎

月 第１㊎ 第２㊎ 第３㊎ 第４㊎ 第５㊎

4月

毎
週
　㊎

　
　
　㊋

毎
週
　㊋

5 12 19 26 －
5月 3 10 17 24 31
6 月 7 14 21 28 －
7月 5 12 19 26 －
8月 2 9 16 23 30
9 月 6 13 20 27 －

松原町・松山・雨窪・苅田・若久町１
～３丁目・神田町１～３丁目・幸町・
提の一部（中学校前町道より北九州
側）・京町１、2丁目・磯浜町１、２丁目・
港町

月 第１㊏ 第２㊏ 第３㊏ 第４㊏ 第５㊏
4月

毎
週
　㊏

　
　
　㊌

毎
週
　㊌

6 13 20 27 －
5月 4 11 18 25 －
6月 1 8 15 22 29
7 月 6 13 20 27 －
8月 3 10 17 24 31
9 月 7 14 21 28 －

●ごみはきちんと分けて、決められた場所に収集日の朝７時
30 分までに出しましょう（一部地域は朝 7 時まで）。

●収集後のごみ出しや、ごみ集積所以外または地区外の場所に
ごみを出すことはルール違反ですので、絶対にやめましょう。

●引越しや大掃除、模様替えなどで一時的に多量に出るごみは、
通常収集では収集しませんので、苅田エコプラントに自己搬
入してください。

●苅田エコプラントで、ごみを効率よく処理するため「ごみ」
の資源化・リサイクル推進にご協力ください。

●栄養ドリンクなどの「ビンのふた」は、ビンから取り外して「その他の燃やせないごみ」に出してください。
●古紙・段ボールはなるべく資源回収ボックスに出してください。

※8月13日㊋～15日㊍はお盆のためごみの収集はお休みです（予定）。予定を変更する場合は広報かんだでお知らせします。
※８月 15日㊍収集地区の燃やせるごみは８月 19日㊊、家電ごみは翌月の９月 19日㊍に出してください。
※８月 13日㊋収集地区の燃やせるごみは８月 16日㊎、資源ごみ（缶・ビン・ペットボトル）は８月 20日㊋に出してください。
※８月 14日㊌収集地区の燃やせるごみは８月 17日㊏、資源ごみ（缶・ビン・ペットボトル）は８月 21日㊌に出してください。
※分別ポスター ･冊子は、環境課で配布しています（苅田町ホームページでもご覧いただけます）。

●問／環境課  ☎ 093・434・1834

家庭ごみの収集日のお知らせ家庭ごみの収集日のお知らせ令和6年度令和 6 年度
上半期上半期
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